
問い合わせ先 健康推進課保険年金係  ☎0968（25）7218、各支所市民生活課

・ 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることが
できる期間（カラ期間と呼ばれる合算対象期間）

　これらの期間を合計したものが「資格期間」です。資格
期間が 10 年（120 月）以上あると年金を受け取ることが
できます。年金の額は納付した期間に応じて決まります。
10 年間の納付では受け取れる年金額は、満額の約４分の
１になります。

問い合わせ先
・ねんきんダイヤル　☎ 0570（05）1165
・050 から始まる番号でかける場合　☎ 03（6700）1165

　８月から年金を受け取るために必要な期間（資格期間）
が 25 年から 10 年に短縮されました。日本年金機構では、
これまでに対象となる人に黄色の封筒（Ａ４サイズ）で年
金請求書を郵送しています。まだ請求手続きをしていない
人はねんきんダイヤルで予約の上、年金事務所で手続きを
行ってください。

■資格期間とは
・国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
・ サラリーマンの期間（船員保険を含む厚生年金保険や共

済組合等の加入期間）

年金受給に必要な期間が短縮されます

■任意加入制度
　60歳以上の人も国民年金に加入できます。希望する人
は「60歳から65歳まで」の５年間、国民年金保険料を納
めることで65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やす
ことができます。資格期間が10年に満たない人は、最長
70歳まで国民年金に任意加入することで、資格期間が増
え、年金を受け取れるようになります。

■任意加入制度を利用できる人
①～④の全てに該当する人
① 国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人（年金の

受給資格期間を満たしていない場合は70歳未満の人ま
で）※国外に居住する日本国籍の人も加入できます。

②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
③ 20歳以上60歳未満で、保険料の納付月数が480月（40

年）未満の人
④現在、厚生年金保険に加入していない人

任意加入制度・後納制度をご存知ですか？
■後納制度
　過去５年以内に国民年金保険料の納め忘れがある人は、
申し込みにより、平成30年９月まで国民年金保険料を納
めることができます。保険料を納めることで、年金を受け
取れるようになったり、年金額が増えたりします。

■後納制度を利用できる人
① ５年以内に納め忘れの期間がある人
② ５年以内に未加入期間がある人（任意加入の対象となる

期間は該当しません）
※ 60歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている人は申し

込みできません。

問い合わせ先
・ねんきん加入者ダイヤル　☎ 0570（003）004
・050 から始まる番号でかける場合　☎ 03（6630）2525

ことで年金額を増やせる場合があります。既に年金を受け
取っている人は、特例追納をしても年金額が増えない場合
があります。

■特例追納の対象期間
・ 60 歳未満の人　承認があった月前 10 年以内の期間
・ 60 歳以上の人　50 歳以上 60 歳未満であった期間

問い合わせ先
・ねんきん加入者ダイヤル　☎ 0570（003）004
・050 から始まる番号でかける場合　☎ 03（6630）2525

　国民年金の第３号被保険者が、配偶者（第２号被保険者）
の退職や本人の収入増加などで扶養から外れた場合は、第
１号被保険者への切り替え手続きが必要です。

■特定期間該当届
　切り替え手続きが２年以上遅れ、時効により国民年金の
保険料を納付できなかった期間については、届け出により
年金の受給資格期間に算入することができ、年金を受け取
れない事態を防止できる場合があります。ただし、年金額
には反映しません。

■特例追納
　届け出により特定期間とされた期間については、平成
30 年３月 31 日まで特定保険料を納付（特例追納）する

特定期間該当届・特例追納制度
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